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公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー 

 着地型旅行商品造成支援金 交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー（以下「この法人」と

いう。）が、長野市の地域資源を活用した観光促進を目的として、市内の観光施設等を組み込

んだ旅行商品を実施する旅行事業者に対し、着地型旅行商品造成支援金（以下「支援金」とい

う。）を予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（旅行事業者及び旅行商品） 

第２条 支援金の交付対象となる旅行事業者とは、旅行業法（昭和27年法律第239号）第３条の規

定に基づく旅行業の登録を受けている者とする。 

２ 支援金の交付対象となる旅行商品とは次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。 

(１) 募集型及び受注型の企画旅行であること。 

（２） 長野市内の観光を目的とした旅行であること。ただし、長野市外の観光地を行程に含め

てかまわない。 

(３) この法人が指定する観光施設、観光イベント、体験等の観光事業者が提供する観光素材

やサービスを２つ以上含むものであること。 

 (４) 支援金の交付を受けるに当たり、この法人から他の補助金等の交付を受けていないこと。 

（５）国または地方公共団体が実施する視察または研修旅行及び宗教活動または政治活動を目

的とした旅行でないこと。 

 

（支援対象期間） 

第３条 令和７年４月１日から令和８年３月１日に販売されるものを対象とする。ただし、支援

金額が予算に達した場合、上記期間にかかわらず事業を停止または終了することがある。 

 

 （支援金の額） 

第４条 支援金の額は、送客実績に応じ、参加者１名あたり1,000円とする。ただし、第２条の２

（３）に規定する観光素材の内、この法人が重要素材として指定する素材を組み込んだ商品の

場合は、参加者１名あたり2,000円を支援金額とする。 

 

（支援金の交付の申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする旅行事業者は、着地型旅行商品造成支援事業申請書（様

式第１号）に次の書類を添えて、旅行実施前までに公益財団法人ながの観光コンベンションビ

ューロー理事長（以下「理事長」という）に提出しなければならない。 

（１）  旅行行程表（任意の形式） 

（２） （１）行程表に旅行代金が記載されていない場合、旅行代金を記載した書面等 

２ 前項の申請に伴う費用は全て旅行事業者の負担とする。 

 

（交付の決定） 

第６条 理事長は、前条第１項に定める申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援
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金を交付することが適当と認められるときは、着地型旅行商品造成支援金交付決定通知書（様

式第２号）により旅行事業者に通知するものとする。 

 

（申請内容の変更） 

第７条 申請者は、支援金交付の決定を受けた後において、以下の各号のいずれかに該当すると

きは、変更・中止申請書（様式第３号）を理事長に提出し承認を得なければならない。 

（１）支援金申請の内容に変更が生じたとき。 

（２）当該旅行企画を中止したとき。 

 

（実績報告と支援金の請求） 

第８条 申請者は、当該旅行が終了した日から30日以内若しくは第６条に基づく決定の属する年

度の３月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添付し、着地型旅行商品造成支援金実

績報告書（様式第４号）（以下「実績報告書」という。）、及び支援金請求書（様式第５号）、

その他必要書類を添えて理事長に提出しなければならない。 

 （１）対象となる旅行商品の実施明細書（最終旅行日程表等） 

 （２）参加者数が確認できる証明書類（施設利用料等の請求書や領収書の写し等） 

    

（支援金額の確定及び交付） 

第９条 理事長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適

当と認めた場合は、支援金の額を確定し、速やかに支援金を交付する。 

 

（交付決定の取り消し等） 

第10条 理事長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことが

できる。この場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め

るものとする。 

（１）認定の内容に違反したとき。 

（２）法令又はこれらに基づく理事長の指示に違反したとき。 

（３）偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。 

 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  

 


